
「瑞穂市市有地売却情報」のお知らせ 
 

 瑞穂市より「市有地売却の媒介に関する協定」に基づき、市有地売却の媒介依頼がありましたのでお

知らせします。 

自己の顧客に購入希望者がある会員の方は、「市有地売却の媒介申請書」及び購入希望者の「市有財

産購入申込書」を瑞穂市総務部財務情報課に提出してください。 

会員の方の媒介により市有地の売買契約が成立し、売買代金の納入が確認されたとき、協定に定め

る媒介報酬が瑞穂市より支払われることになります。※ 購入者に媒介報酬の請求はできません。 

なお、制度の詳細等につきましては、瑞穂市総務部財務情報課にお問い合わせ頂くか、瑞穂市ホーム

ページ（https://www.city.mizuho.lg.jp/8979.htm）をご覧ください。 

 

○ 売却市有地一覧表 

物件 

番号 
所 在 地 地 目 地 積（㎡） 売却価格（円） 

１ 瑞穂市只越字松原997－10 宅 地 ４７．４０ １，０８０，０００ 

２ 瑞穂市十九条字河原143－3 田 ４８４ ３，９２６，０００ 

３ 瑞穂市穂積字領下分218－15 宅 地 ３７４．０８ ９，９５０，０００ 

４ 瑞穂市穂積字領下分218－16 宅 地 ２０７．００ ５，２３７，０００ 

５ 瑞穂市唐栗字深町92－2 雑種地 ７６６ ６，２８１，０００ 

６ 瑞穂市古橋字土海道1520－1 田 ９５８ １７，７３６，０００ 

７ 瑞穂市牛牧字野畑1530－1 畑 ９５８ ２２，６１４，０００ 

８ 瑞穂市本田字中ノ町1552－460 宅 地 ２１１．１５ ６，０３２，０００ 

 

【問い合わせ先】 

  瑞穂市総務部財務情報課 

ＴＥＬ：０５８－３２７－４１３１  ＦＡＸ：０５８－３２７－４１０３ 
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